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中世吉田地域の景観復原

吉江　崇　

　１　は　じ　め　に

　１０世紀中葉以降，律令都城制の最終形態である平安京は，空間的にも社会的にも加速度

的に解体へとむかい，いわゆる中世都市京都へ移行することとなる。院政期の権力が，京

外の白河・鳥羽に宗教的・政治的な空間を創出して市街地を拡大したことや，室町期に入

ると洛中と洛外の区分が不明確になったという指摘に示されるごとく（１），中世京都の都市

構造が周辺地域と不可分だったことは，あらためていうまでもなかろう。中世都市京都に

おける隣接地域の位置づけは，前後の時代に比しても重要だったとみることができ，京都

の周縁が最も華やかで活気のある空間だったのは中世であるといっても過言ではない。本

稿では，そうした周辺地域の一事例として鴨東吉田地域を取り上げ，中世都市京都の景観

的特質とその展開を把握するための手がかりをえようとするものである。

　本稿が念頭におく吉田地域の範囲とは，吉田社の領域的支配を基軸とする近世の吉田

村，およびそれを継承した現在の吉田を冠する字名一帯である。しかし，中世という時代

においては，この範囲が明確ではないことにも注意をせねばなるまい。すなわち，「数千軍

兵相禦之間，東山・川原・賀茂・吉田之辺下人之田畠，為兵士等被滅亡了」との記載か

ら（２），吉田が東山や賀茂などとは異なる地域を指すと捉えうるのであるが，勧修寺流吉田

家の浄蓮花院が吉田新堂とされながら実際は下鴨社領であったことからも（３），賀茂と吉田

との区別は思ったほどには判然としない。国郡郷制に照らしてもこうした不明瞭な様相の

一端を看取できる。大嘗会御禊行幸の点地において，点定された鴨川の地名を問われた

「諳風土者」は「愛宕郡錦織郷吉田村」と答え（４），このことから吉田村が錦織郷に属した

とみるのが一般的である（５）。しかし一方で，吉田祭での宣命の中には「山城国愛宕郡下粟

田郷吉田村」との文言も存在し（６），国郡郷制の中に単純に包摂しうるものとは考えがたい。

さらに，中山観音堂が吉田寺とも称され（７），１３世紀中葉には北白河吉田という地域表記さ

えみいだせるなど（８），中世史料の上では吉田とその周辺（白河・北白河・中山・賀茂など）

との境界はきわめて曖昧であるといえる。中世における吉田地域は確たる領域として捉え

られるものではなく，視点や立場・状況によって変化するいわば観念的空間と理解すべき

なのであり，当然ながらそこには雑多な様相が内包されることとなる。近世とは異なる曖



昧な境界観念こそが，中世京都の周縁地域における重要な特徴の一つであろう。

　本稿は，上記のような問題意識と題材に対する認識のもと，中世吉田地域の景観を可能

な限り単純化させる形で概観し，その全体像を把握することに主たる目的をおく。景観復

原をおこなうに際しては，この地域に存在した建物の現地比定をするなど基礎的作業も不

可欠とは考えるが，より重視したいのは，各時期の特質を示しうる象徴的な様相を抽出し，

景観全体を時間軸に定置しようする視角である。そのため，考察の対象から漏れ落ちる事

柄も少なくないが，それら個々の事物の検討に関しては今後の課題としておきたい。

　２　福勝院の成立

　中世吉田地域の形成を描きだすには，福勝院の成立が重要と考える。福勝院は，藤原忠

実の女で鳥羽院の皇后，高陽院（泰子）の御願寺であり，仁平元年（１１５１）に異母弟，左

大臣頼長を行事上�とし，鳥羽院の臨幸のもとで創建供養会が催された（９）。翌年には鳥羽

院の五十算賀が忠実の主催でなされ，久寿元年（１１５４）には，東庭に設けられた三重塔の

供養会が准御斎会としておこなわれる（１０）。翌年１２月に高陽院が土御門第で崩じると，遺体

は忠実の指示で福勝院へ運ばれ，護摩堂の板敷の下に埋葬される（１１）。高陽院の本邸は京中

の土御門第であり，創建から崩御までの間，修正会や逆修，彼岸御懺法に際して福勝院へ

渡御するものの，日常的な居住空間としての意味合いは低いといえる。高陽院の崩後にお

いては大規模な仏教儀礼の開催を確認しえないが，高陽院領が近衛家領荘園の基盤だった

ことと符合するように（１２），近衛家によって修造がなされるなど福勝院は近衛家の管領下に

あったことが認められ，１３世紀後葉でも命脈を保っていたことが判明する（１３）。

　注目したいのはその地理的な位置である。福勝院は近衛大路末の北に建立されたが，高

陽院を葬る際に問題となったように，そこは「上皇御所近隣，上下往反路頭」であった（１４）。

高陽院の母，源師子を北白河にある源氏累代の墓所へ改葬する時には「自近衛末東行，自

神楽岡辺北行，至于北白河」ったし，頼長の北政所，徳大寺幸子の葬送でも「自近衛東行，

経河原尚東行，至于菩提樹院内府堂」っており（１５），近衛大路末はこの地域における主要な

東西道だったと推測する。また，徳大寺実定の邸宅は「近衛末北，件〔仏〕所小路西」に

おかれ，実定の妹（頼長養女）で近衛天皇の皇后である多子はここに住み，以仁王は多子

の邸宅で元服する（１６）。以仁王とともに挙兵する源頼政の邸宅も「近衛南，河原東」に存在

し（１７），近衛大路末に面して貴族の邸宅が建てられた。福勝院には三重塔が造られたが吉田

地域ではこれが唯一の塔であり（１８），平安京や白河地域など遠方からでも眺望できた可能性
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は高い。鴨川の西に目を転じると，京極近衛大路末には法成寺が存在し，福勝院が法成寺

と対応する位置に聳立していたと捉えることも可能であろう。

　『京都坊目誌』は，福勝院趾を「字一町が辻西南の地也，古へ方一町の所とす」と記す。

その信憑性については検討を要するが，近衛大路末の北に面したという事柄と大きな矛盾

は存在せず，現小字名では残存しない壱丁ヶ辻は，１８世紀後葉から１９世紀初頭にかけて作

成された『山城国吉田村古図』（１９）のなかに認めることができる（図１８２）。福勝院の立地を

考える際に注目したいのは，古図中において壱丁ヶ辻の西南に描かれた法光院なる小字域

である。文明１１年（１４７９）の「吉田社雑掌□□〔貞継ヵ〕言上状案」によると，吉田社領

の袋図師名が「東限法興院，西限阿立岸，南限近衛，北限鷹司」に位置しており（２０），ここ

から法興院（＝法光院）なる地名が１５世紀後葉にまで遡ることが判明し，かつこの地が，

福勝院の成立

図１８２　『山城国吉田村古図』にみえる小字名　縮尺１/１２０００



近衛大路末の北，鷹司小路末の南に広

がっていた事実を確認することができる。

そして，法興院と呼ばれた地こそが，藤

原兼家が建立した堂舎の遺称地であるこ

とはまず間違いないものと考える。

　永祚２年（９９０）５月に出家した兼家は，

当時「卜東郊吉田野」して造営していた

道場を「土木之功未畢，泡露之命欲消」

との理由で断念し，二条京極の家（＝法

興院）を仏寺（＝積善寺）にあらため，

７月にその地で薨去することとなる。吉

田野に造営されていた道場は，この時点においても「堂則構作，未及半作」という状態だっ

たとされる（２１）。兼家は前年９月に吉田において卒塔婆を供養するが（２２），これも堂舎建立と

結びつけて捉えるべきだろう。この地での道場建立の背後には，貞元２年（９７７）に神楽

岡吉田寺で舎利会を開催した良源と親密な間柄にあったこと（２３），寛和２年（９８６）の吉田祭

公祭化への関与など（２４），兼家自身の吉田に対する関心があったと推測される。白河には９

世紀以来の摂関家累代の別業が存在し，兼家の曾孫師実がその地を白河天皇へ献上して法

勝寺が建立されたことは有名であるが，兼家がこの山荘の継承から外れていたことも（２５），

累代の別業とは異なる地を新たに開かねばならなかった理由かもしれない。吉田地域が展

開する淵源を摂関の地位を確立した兼家に求めることも可能と考える。

　ところで，高陽院を福勝院へ埋葬する際に懸念された事柄には「上皇御所近隣，上下往

反路頭」という点の他に，「今熊野領已四至内」という事象も存在した。ここでいう今熊野

とは，白河院の熊野御幸の先達をつとめ，園城寺長吏・熊野三山検校に就任した増誉によっ

て白河の地に勧請された社であり，「祭熊野新宮御霊会」という康和５年（１１０３）の記事を

初見とする（２６）。増誉は白河に住房を有しており，この住房は増智（藤原師実息），覚忠（藤

原忠通息）へと師資相承されるが，白河熊野社が勧請された地は，増誉が居住していた白

河房の内，ないしはその指呼の地だったのだろう。保元３年（１１５８）には覚忠の白河房内，

中御門大路末の地に設けられた聖護院に対して阿闍梨３口が賜与された（２７）。

　「仏法之枢鍵，顕密之棟梁」と称された覚忠は（２８），自らの地に堂を建立する。中山堂と

称されたその堂は，「真如堂西，去観音堂艮二町余」にあった中山忠親の堂の西側に位置
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し（２９），ここには法印道円，二条天皇の皇后育子，近衛基実の

北政所平盛子といった摂関家に近しい人々が次々と埋葬され

た（３０）（図１８３）。増誉→増智→覚忠と継承された白河房は，聖

護院や中山堂をも含む広大な面積を占めていたとみるのが自

然であり，増誉が兼家の嫡男道隆を祖とする中関白家の出身

だったことからすれば（３１），その基盤が吉田の地に建立された

兼家の道場にあった可能性は高い。つまり，兼家の吉田野の

堂舎は完成をみないまま中関白家へと継承され，中関白家出

身の増誉を経て覚忠の白河房へ結実したと考える。福勝院が

白河房の一部を割いたものなのか，その近辺に造られたのか

は判然としないが，このような摂関家と歴史的に深縁な地

に，兼家の五代後の忠実が堂舎を建立したことになる。

　摂関家との関連に触れたついでに，忠実の孫，松殿基房の室（三条公教女）が息男家房

の忌日に八講を催した吉田亭も瞥見しておきたい（３２）。これは，勘解由小路経光が「亭主御

亭」と記すように経光の父頼資の邸宅で，１３世紀後葉には経光の子の兼仲が吉田に草堂を

所有して文庫をおいており，頼資→経光→兼仲という継承を辿ることができる（３３）。１３世紀

前葉には源兼親・兼時の兄弟が有した吉田堂が存在し，これは仁平元年（１１５１）にみえる

祖父季兼の「吉田辺新造堂」にまで遡りうるが（３４），『尊卑分脈』が兼時を従兄弟の兼資の子

として記し，兼資の女が経光の母（吉田禅尼）であることから，兼親・兼時から兼資女を

経て勘解由小路家領になったと考えられる（図１８４）。そして，源季兼が忠実の嫡男忠通の

家司で，兼親・兼時が九条家に仕えたこと，勘解由小路家が近衛家の代々の家司だったこ

とを勘案すると，吉田地域における摂関家の影響力の強さをあらためて看取できる。基房

室による頼資亭での八講開催も吉田地域と摂関家との繋がりを示唆するだろう。

　話を福勝院へ戻そう。福勝院は仁平元年に鳥羽院の臨幸のもとで創建供養会が開催され

た。その前年には，忠実は忠通を義絶して頼長を氏長者に就任させており，鳥羽院や高陽

院を権力基盤としていた忠実・頼長にとって，彼らとの親密な関係を維持することは重要

な政治課題であった（３５）。翌年の鳥羽院五十算賀に端的なごとく，福勝院はこうした忠実・

頼長の意図を体現する，きわめて政治色の濃い空間として成立するのであり，「上皇御所近

隣，上下往反路頭」で，かつ兼家以来の伝統を有する吉田の地に位置した意味は軽視しう

るものではない。そして，このような福勝院の成立状況に象徴されるように，中世吉田地

福勝院の成立

図１８４　吉田堂関係系図



域の形成は院政期の政治動向と不可分な関係にあったのであり，吉田地域の展開は，平安

京の変容や白河の開発の延長線上に位置づけねばならない現象だろう。

　ところで，兼家の嫡男で中関白家の祖の道隆は，「東郊吉田野」の道場を二条京極へ移す

理由について「一懐先公起居之難忘，一取微臣往返之不遠」と述べた。１０世紀末の吉田に

は往来に不便な地であるとの認識があり，しばしば吉田野と呼称された事実もこうした認

識に対応しよう。しかし，吉田野なる表現は１２世紀中葉を最後に史料上から姿を消し（３６），

野とは把握できない空間へと移行する。吉田地域は福勝院の建立と相前後して，野であっ

た古代的様相から貴族の邸宅や堂舎が林立する中世的景観へと変容するのである。

　３　勧修寺流吉田家の吉田亭

　１２世紀後葉から１３世紀における吉田地域には，貴族の邸宅や堂舎が次々と造営された。

代表的な邸宅としては，西園寺公経が造営し九条頼経を経て後嵯峨院・大覚寺統へと伝領

された吉田泉亭（泉殿・水閣）や（３７），後高倉院の后で後堀河天皇の母である北白河院から，

娘の安嘉門院・式乾門院へと女院の系譜で伝わる北白河殿が存在し（３８），徳大寺家の邸宅や

勘解由小路家の堂舎が建立されていたことについては前述した。他にも伝領過程や所在地

が不明瞭な邸宅・堂舎は散見し，史料に明記されなかった建物が多く造営されたことも推

測にかたくない。以下で検討する勧修寺流吉田家の吉田亭も，林立する貴族の邸宅や堂舎

の一つとして造営されたにすぎず，彼らが吉田という姓を持つからといって，そのこと自

体が吉田地域全体の掌握を意味することはない。

　正治２年（１２００）の「吉田経房処分状」によれば（３９），吉田家の祖である経房は吉田の地

に南亭・園領・角屋地の三つの屋敷地を所有し，それぞれ孫の資経・経兼・為定へ譲与し

た（図１８５）。吉田地域に邸宅を持った他の貴族と勧修寺流吉田家との相違は，邸宅ととも

に菩提寺である浄蓮花院を築き，「云社云寺，在縁彼寺社者，卜其近辺居住，霊社霊寺之法

也，一人伝領，若仕朝端卜仙洞之近辺，若依無頼不堪居住者，誰人可守護伽藍哉」との理

解から邸宅を分割相続させたこと，それらを通じて一門の本拠であることを明確に自覚

し，吉田という姓を積極的に使用したことなどにある。経房の吉田亭がいつまで遡るかは

明瞭ではないが，処分状から約２０年前の治承５年（１１８１）には母の遠忌法要を弟の光玄阿

闍梨の吉田房で開催し，翌年にはしばしば吉田亭を訪れていることから（４０），この時期には

吉田に地縁を持つようになり，相前後して邸宅を整備していったものと推測する。

　南亭・園領・角屋地の三つの屋敷地のうち，資経が嫡孫だったという事実に照らしても，
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最も重要な邸宅は資経の譲り受けた南亭とする

のが自然である。南亭は，経房が後見した前斎

院式子内親王が建久３年（１１９２）に遷御した邸

宅で，この時に「前庭掘小池構秋野，出居并南

面押色紙形」すような壮麗な空間へ改作された

という（４１）。華やかに装飾され，吉田家にとって

重要な邸宅だった南亭は，一方で建長２年

（１２５０）の「吉田資経処分状」にはみえず，そ

れ以降の処分状においても記述はない。

　経房が造営して正治元年（１１９９）１２月に供養

した浄蓮花院は（４２），願文の中で「於是，昔占鴨

水之東偏，早営兎裘而栖息，当其艮〔坤ヵ〕維

課西匠，責多年擁怠之心，尽納月輪奐之美，安

以無量寿仏，号曰浄蓮華院」と表現された堂舎

であった。具体的にみるならば，「兎裘」（＝隠棲

の地）の一郭に，東面の「檜皮葺一間四面堂一

宇」を建立して経典とともに「奉安置皆金色周半丈六阿弥陀如来像一体」り，「仏後壁東面

并母屋二柱」と「同西面」に仏像を描いたものである。「兎裘」とあることからも，浄蓮花

院は居住施設に堂を付属させたもので，当初より菩提寺として造営されたわけではない。

注意すべきは，供養時においても「作事之体太遅怠，其功雖未終」とか「次々事甚以半作，

且営出之間也」というように造営途中と理解されていた点，および「凡山水之勢，土木之

構，誠勝絶也，誠優美也」とあるごとく勝絶・優美な空間とする認識である。経房が供養

会の３ヶ月後に薨去することを考慮しても，必ずしも大規模とはいえない堂が未完成な状

態で供養されたみるよりは，それ以前の居住施設をも含む邸宅全体が造営途上と認識され

ていたと解するのがよかろう。そして，「経房処分状」が南亭に関して「不遂造畢，雖遺恨

已為名所，漸々加修造，可用風流之地」と記すこと，浄蓮花院の伝領を明記しないことを

勘案すると，南亭の状況と浄蓮花院との類似性を指摘できる。すなわち，南亭こそが浄蓮

花院であった可能性は充分ある。浄蓮花院の遺称地が，『山城国吉田村古図』にみえる浄蓮

花や 女老花 なる小字域である点は動かしようがないが，これは経房の邸宅が土御門大路末
ジョロウゲ

にあったことと矛盾しない（４３）。「資経処分状」以降に南亭が現れないのは，造作が終了して
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長者の管轄下にある寺としての位置づけが明確化し，個人へ伝領されるような性質のもの

ではなくなったことに起因するものと推測する。

　さて，経房の次の「資経処分状」によれば，資経が所有した吉田亭には東亭と西亭とが

あり，それぞれ為経・経俊へと伝領された。弘安１０年（１２８７）の為経忌日法要は，為経が

埋葬された「吉田堂」（＝浄蓮花院）を儀場として開催されたが，参加者は法要終了後に為

経の息である経長の邸宅を訪れる（４４）。経長が吉田に邸宅を所有していたことは他の史料か

らも確かめられ（４５），『尊卑分脈』が「号吉田東」と記すことをも考え合わせると，為経の東

亭は経長へ継承されたと推定しうる。他方，為経の子で経長の兄である中御門経任が，弘

安２年（１２７９）に勧修寺長者として八講へ出立する際に，経俊の子である坊城俊定（経任

の従兄弟）の邸宅を用いた点にも注意したい。勧修寺八講への出立儀は「天下之壮観」と

される華やかな儀礼で，この時も亀山院が歓喜光院の西面へ臨み，今朱雀を南下したであ

ろう行列を見物したのであるが（４６），ここからは，俊定が吉田に邸宅を有していたのに対し

て，経任が邸宅を持っていなかったことを知る。経長の同母兄である経藤が，異母弟の経

任に出世を超えられたことで，弘長２年（１２６２）に「焼文書等忽出家」したことを思うと（４７），

あるいは為経の東亭は長男の経藤を経て経長へ継承されたとも考えられよう。

　文永１２年（１２７５）の「坊城経俊処分状」によると，「吉田家地〈東西屋地也〉」は経俊か

ら俊定へと伝領された。前述の「資経処分状」と比べるならば，俊定に譲与された東西屋

地が東亭と西亭に相当するとも考えたくなるが，「経房処分状」以下の処分状を引載する「御

遺言条々」は資経から経俊を経て勧修寺家に伝わった文書の写であり，当然ながら資経か

ら為経へ伝わった所領は記されないのが基本で，没収などがない限り経俊以後の文書に東

亭は現れるはずがない。俊定と経長が同時期に吉田に邸宅を持っており，経長の邸宅が東

亭である可能性が高いことからみても，東西屋地とは経俊が継承した西亭内部のことと理

解するのが適当である。東亭は一貫して為経系統へ伝領されたものと考える。建治２年

（１２７６）の「経俊第二度処分状」では「東西屋地，加北地」とされ，東西屋地と北地とが

隣接したと想定しうることからも，東西屋地が東亭・西亭の区分とは異なるとみるのがよ

い。１４世紀に入っても，経長の息定房が吉田に邸宅を持ち，後醍醐天皇の行幸があったこ

とを確認できる（４８）。定房は子の宗房・守房とともに後醍醐に従って吉野へむかったが，こ

のことで東亭自体も没落したことは想像にかたくなく，『太平記』は「元弘・建武の乱より

以来，回禄に逢ひぬる所々」として「吉田内府（定房）の北白川」をあげる（４９）。為経の系

譜で伝領された東亭は，南北朝期の動乱で命脈を閉じたのだろう。

２９４
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２９５

　一方の西亭は，「御遺言条々」所引の処分状によって経俊→俊定→定資→経顕→経方と継

承されたことは明白である。しかし，観応２年（１３５１）の「勧修寺経顕処分状」では，「吉

田家地」や「吉田亭」としてではなく「吉田地〈在類地〉」と記されており，この時点で

は邸宅としての機能を失っていた可能性がある。応永２４年（１４１７）には経顕の曾孫勧修寺

経興が，代々相伝してきた「吉田大納言殿（経房）御旧跡田畠」を父経豊の菩提のためと

して浄蓮花院へ寄進した（５０）。西亭は１５世紀初頭に解体したものと認められる。

　１２世紀最末年に作られた「経房処分状」に話を戻そう。経房が吉田地域に所有していた

邸宅には南亭・園領・角屋地の三つが存在した。南亭が浄蓮花院に相当するだろうことは

前述したが，問題となるのはそれ以外の園領と角屋地のその後の変遷である。「資経処分

状」では，東亭に関して「地注文見故大納言（経房）正治注文」と注記しており，ここに

いう「故大納言正治注文」とは正治２年の「経房処分状」そのもの，あるいはそれに付随

する文書を指すとみるのが穏当である。東亭のみに記されたことに若干の不審はあるもの

の，西亭に関しては省略した，あるいは書写過程で脱落したと説明することも不可能では

ない。このようにみることが許されるならば，東亭は園領または角家地に系譜し，西亭が

残ったもう一方に該当すると考えるのが適当となる。

　「勧修寺経興寄進状」では，経興が浄蓮花院へ寄進した「吉田大納言殿御旧跡田畠」の

四至を「東限浄蓮華院西垣溝，南限大路，西限庵川，北限堤」と記す。この田畠を西亭に

系譜するとした推定が正しいならば，西亭は浄蓮花院の西に隣接したことになる。東亭に

関しては，明応９年（１５００）の京都大火災以後に中御門宣胤が仮住まいした「吉田神楽岡

麓神龍院」の門前に旧跡が存在し（５１），神楽岡の西南に位置したこの旧跡こそが東亭に相当

するのではなかろうか。西亭は浄蓮花院に隣接し，東亭はそこから少し距離をおいて存在

したこととなり，東亭は西亭に比して独立性が高いものと捉えられる。このことに加え

て，角屋地には経房の妻，尼御前が止宿したのに対して，園領が「抑見其器量，必歴顕要，

可為一門長」と称された経兼に伝領されたことを考え合わせると，推測の域をでるもので

はないが，園領が東亭に，角屋地が西亭に該当すると理解しうるのではなかろうか（５２）。

　以上，吉田経房が有した三つの邸宅のうち，南亭は浄蓮花院となって家の長者の管轄下

におかれ，園領は神楽岡の麓の東亭として為経系統が継承し，角家地は浄蓮花院に隣接す

る西亭として経俊系統で伝領されたとする推測を述べた。ここからもうかがえるように，

吉田地域において院政期に成立する貴族の邸宅は，鎌倉期を通じて継承されることとな

る。吉田社の領域的で一元的な支配に基づく近世吉田地域とは相違する，個別的・分散的
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で家の相続原理に起因する所有形態こそ，院政期から鎌倉期における吉田地域の特色とみ

ることができよう。

　４　浄蓮花院の変質と中世白川道

　史料的にみるならば，南北朝期から室町期における吉田地域に関する記載は，前代に比

して格段に少なくなる。建武３年（１３３６），後醍醐天皇側の新田義貞と足利尊氏とが吉田の

地で衝突し，その後も吉田地域は主要な合戦場の一つとなるが，このことで院政期から鎌

倉期にかけて継承された邸宅や堂舎の多くは荒廃したのだろう。記述の減少はこれに対応

すると思われ，勧修寺流吉田家の東亭が動乱のなかで焼失し，西亭が観応２年（１３５１）に

は邸宅の機能を喪失していた可能性があることについては前述のとおりである。

　多くの邸宅・堂舎が姿を消すなかにあって，室町期に入っても継続して活動が認められ

る事例として浄蓮花院がある（５３）。１５世紀中葉の公�，万里小路時房は，その日記『建内記』

のなかでしばしば浄蓮花院について触れ，そこから盂蘭盆や先祖の忌日に際して熱心に参

詣した様子や，自らが伝領した「氏文書」を火事を避けるとの理由で浄蓮花院へ預けおい

たことなどを読み取ることができる（５４）。また，浄蓮花院が本尊を安置する仏殿，住持が居

住した方丈，さらには鎮守・墓塔などから構成されていたことも判明する。浄蓮花院は，

吉田経房の邸宅の一郭に檜皮葺の阿弥陀堂を築いたものであるが，その堂は檜皮葺→伸葺

→柿葺へと改作されながらもなお仏殿として機能していたようであり（５５），創建時の容貌が

この時点においても多少なりとも残存していたものと推測しうる。

　浄蓮花院には数多くの墓塔が設けられた。墓塔について最も詳細な『建内記』文安４年

（１４４７）７月１４日条によると，１５世紀中葉の浄蓮花院には，草創期の経房・資経の他に，

宣房以下の万里小路家の墓塔が６基，女性の石塔が３基，万里小路家に仕えた斎藤氏の塔

が２基，それに代々の住持の墓が存在し，浄蓮花院は万里小路家を中心とする墓地と化し

ていた。本尊には代々の遺書が籠められて「遺像」に准えられたが（５６），このことも墓地化

した様相と対応していよう。もっとも１５世紀後葉の甘露寺親長は，母や外祖母の墓が存在

する浄蓮花院へ盂蘭盆ごとに参詣したし，明応５年（１４９６）に薨じた勧修寺教秀やその妻

の墓も浄蓮花院にあり，浄蓮花院への埋葬は万里小路家に限定されない（５７）。埋葬が確実な

吉田為経の墓がみえないことからは，時房は自らと関係のある墓塔しか記さなかったので

あろう。しかし，１５世紀後葉の中御門宣胤が参る「吉田墳墓」は浄蓮花院ではなく（５８），勧

修寺流吉田家の全ての構成員が葬られたとは認めがたく，家長だけではなく兄弟や家人に

２９６
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２９７

至るまでを埋葬した万里小路家の浄蓮花院における位置は，他家に比べて傑出しているも

のと考えられる。

　万里小路家は，吉田経房の嫡孫資経の四男資通に始まる流れであるが（図１８５），浄蓮花

院との密接な関係は，資通の墓塔が存在しないことから，子の宣房以降とみるのがよい。

吉田定房・北畠親房とともに後醍醐天皇の著名な寵臣である宣房は，建武３年に出家した

ことで吉野へ同行せず京都に残るが（５９），このことが万里小路家の発展を決定づけたものと

思われ，南北朝期から室町前期には，名家でありながら内大臣や儀同三司（准大臣）を輩

出し，時房とその父嗣房は伝奏に任じられて政治の中枢に位置した（６０）。当該期における万

里小路家の政治的地位には，他の勧修寺流吉田家と隔絶したものがある。こうした万里小

路家が浄蓮花院を管轄したことは，「経顕要為長者之人可管領之由」（６１）を定めていた原則に

相応しいともいえるが，その一方で，定房の甥藤長が甘露寺を名乗るのが貞和４年（１３４８）

であること，勧修寺家が勧修寺という称号を用いるのが経顕の長者時代だったことな

ど（６２），１４世紀中葉に吉田家の再編が進んだことも明確である。浄蓮花院を万里小路家が累

代の墓所としえた背景には，政治的地位の獲得と吉田家内部の家の分立があったのだろう。

　しかし，浄蓮花院が万里小路家の独占的支配に帰したのではないことにも注意したい。

永享１１年（１４３９）に幕府奉行人飯尾為種は浄蓮花院において囚人の拷問をおこなった。こ

れは浄蓮花院長老寥悟が為種の弟だったことによるが，時房は「於墳墓之地拷問難堪事也」

と不満を露わにする（６３）。嘉吉３年（１４４３）には，時房の反対にもかかわらず修理のための

勧進猿楽が寺中で催行されており（６４），浄蓮花院の経営に関して万里小路家の意向が優先さ

れたわけではない。１４世紀中葉以来，室町幕府の祈願所となったことや，将軍御台所を頭

役として愛染講がなされたことを考えると（６５），この時期の浄蓮花院は一門の精神的紐帯を

目指した創建時の意図のみでは把握しえない状況にある。万里小路家による浄蓮花院の管

領は，第一義的には他家に比して卓越した政治的地位に由来するものであるが，それは幕

府奉行人たる飯尾氏や斎藤氏などとの関係をぬきには成立せず，浄蓮花院は万里小路家と

幕府との結節点であったともいえる。そして，そのようなものである以上，近親の墓所を

築き参詣するという個人的な意識のみには還元しえない側面が生じざるをえないのであ

り，政治的地位という外的基準に由来する家の継承と，嫡系的な家の継承という異なる原

理からなる中世的な家の相克が，時房の不満の吐露となったとみることも可能だろう。

　ところで，この時期の浄蓮花院を考えるには，吉田地域を南西から北東へ貫き，京都と

近江坂本とを結ぶ白川道に面して立地した点を看過できない。後醍醐が今路越を用いて比
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叡山へ退去する際の記事に，「禁裏行幸山門被用鳳輦，自吉田辺被召改腰輿候歟」とあって

吉田の通過を確認でき（６６），白川道―今路越という景観が１４世紀前葉には形成されていたと

判断してよい。乾元２年（１３０３）における後宇多院の日吉社御幸では，供奉した定房が

「於浄蓮華院前用乗替」いており，御幸の行列が浄蓮花院の前を通ったことを知る（６７）。ま

た，応永元年（１３９４）９月に足利義満は今路越にて日吉社参詣をおこなうが，その１２月に

浄蓮花院は寺領を安�されており，日吉社参詣の惣奉行が万里小路嗣房で，寺領安�の御

判御教書が嗣房宛に出されたことからは，寺領安�が日吉社参詣と無関係ではなかろ

う（６８）。さらに，延文２年（１３５７）には「吉田宮後大道南�」にあった９戸主の地が浄蓮花

院へ寄進され（６９），西亭に系譜する「東限浄蓮華院西垣溝，南限大路，西限庵川，北限堤」

の地が応永２４年（１４１７）に浄蓮花院へ付せられる。ここにみえる大道（路）とは白川道を

指すと思われ，１４世紀以降の浄蓮花院が白川道に面した土地を領有していく様子を垣間み

ることができる。また，定房は「御舘地」を浄蓮花院へ寄せており（７０），これが『山城国吉

田村古図』に現れる「御館」なる小字域に相当するならば，白川道隣接地領有の一例と認

めうるだろう。万里小路家が「朝恩之家領」として支配していた御厨子所率分所の一つ，

今路道下口（＝北白川分）が嘉吉元年（１４４１）に修理料所として浄蓮花院へ寄進されたこ

となども（７１），白川道に面していたという地理的条件を前提に捉えるのが自然である。

　今路は「為禦叡山之衆徒，差遣兵士於西坂下，又召諸国兵士等，遣如意山路并今道，依

為要害也」との久安３年（１１４７）の記載を初見とし（７２），文治元年（１１８５）注進の顕昭『古

今集注』では「如意越ヨリハ北，今路越ヨリハ南ニ，志賀ヘ越ル路アリトイヘリ」と記す。

ここからも今路越は１２世紀中葉に遡るといえるが，延暦寺への主要道路は西坂本から登る

雲母坂越であり，今路越は如意山越とともに要害にすぎない。志賀山越は桜や紅葉を愛で

る著名な歌枕だったが，一方で白川も花の名所であり，東山に沿って白川を北上し志賀山

越で近江へ抜けるのが平安期以来の通例とも推測しうる（７３）。京都と近江を結ぶ白川道―今

路越が活発に利用されるようになるのは，今路の初出記事よりも下るものと考える。

　『葉黄記』寛元４年（１２４６）正月１７日条は，「参日吉，（中略）帰路用今路，志賀山越也，

其行程三里云々，自旧年為山門之沙汰作此路，三井寺僧不受之」と今路が１３世紀中葉に

「山門之沙汰」として造作されたと記す。また，入道兵庫頭重房が勧進した鷹司河原橋は，

仁治２年（１２４１）に宗源法印を導師として供養される（７４）。現白川道を平安京の条坊復原と

照らせば，白川道が鴨川を渡る橋こそが鷹司橋だった可能性は高く，それ以前の史料に皆

無である鷹司橋は，「鷹司橋辺立柱松」という寛元元年（１２４３）の記事，同３年の「昨日雷
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落陣中，（中略）或落鷹司河原橋東妻」との記載，宝治元年（１２４７）の「自此所至鷹司橋

爪」など散見するようになる（７５）。院が鴨川を渡る時の橋は，臨時的な意味合いの強い浮橋

であることが通例で，恒常的な橋としては京の南方に位置した韓橋を除くと宗教的な�園

橋（四条橋）・清水橋（五条橋）のみである（７６）。つまり，鷹司橋を古く遡らせる必然性は想

定しにくく，この時に新造されたものとみるのがよかろう。今路の造作が「山門之沙汰」

だったこと，橋の供養導師宗源が延暦寺僧だったこと，両者が５年も経ずになされたこと

などを勘案すると，これらは延暦寺による一連の事業だった可能性は高い（７７）。白川道―今

路越がこれ以前に存在した可能性は充分あり，また前述の近衛大路末との関係も明瞭では

ないが，少なくとも１３世紀中葉における一定度の整備は認めてよいと考える。

　さて，前に触れた嘉吉元年の今路道下口の浄蓮花院への寄進は，坂本馬借の強い反発に

あった。白川道―今路越は馬借のおもな活動場所だったのであり，義満の日吉社参詣の際

には，今路の清掃が延暦寺・日吉社支配下の坂本馬借に充当されている。御厨子所率分所

は万里小路家の家領と認識されており，浄蓮花院と白川道―今路越との地理的関係は，坂

本馬借を介して万里小路家と延暦寺との関係へ置換することが可能である。多くの邸宅や

堂舎が退転する中で浄蓮花院が維持され，その維持に他家に比して政治的地位を傑出させ

た万里小路家が携わり，かつ幕府が大きく介入したことの背景には，坂本馬借や延暦寺と

結びつく交通の要衝に位置したという点があったことを看過できないだろう。

　もっともこの時期の吉田地域に浄蓮花院以外の邸宅や堂舎がなかったとは考えがたく，

史料上では判然としない様相にも注意を払わねばなるまい。しかし，経営の基盤である貴

族社会が解体の危機を迎える南北朝期の動乱のなかで，院政期から鎌倉期にかけて継承さ

れた邸宅や堂舎の大半が放棄される動きは不可逆的と思われ，浄蓮花院も勧修寺流吉田家

の菩提寺としてのみでは把握しえない状況に至っていた。平安京や白河地域の延長として

形成された中世吉田地域にとって，南北朝期は大きな転換点であったものと考える。

　５　吉田社の領域的支配

　吉田地域における中世から近世への転換は，吉田社による領域的支配の形成という形で

現れ，これはおおむね三つの段階を経てなされたものと考える（表１５）。すなわち，足利

義満による境内地寄進を中心とする１４世紀後葉から１５世紀初頭にかけての第�期，応仁２

年（１４６８）の焼失から斎場所の造営にいたるまでの第�期，浄蓮花院との相論を通じて領

域的支配を確立する１６世紀前葉の第�期，という三つの段階である。これを吉田卜部家の
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動きと対比するならば，兼熈の時期，兼倶の時代，兼倶から兼右にかけての時期に対応さ

せることができ，これが吉田神道の形成過程と不可分であることは多言を要さない（７８）。

　永徳４年（１３８４）２月，義満は吉田社の境内がないとの理由で「限東神楽岡山以西，限

南近衛以北，限西河原，限北土御門以南」の四至と「吉田泉殿跡散在〈孝継知行分〉」の

田畠を一円神領として寄進する（７９）。「近衛以南，大炊御門以北，今辻子以西，至河原〈除崇

徳院大吉祥院敷地〉」の地を白河熊野社領としたのが応永３年（１３９６）であることを想起

すると（８０），この時の寄進は，南北朝期に荒廃した吉田地域の再編を意図したものだろう。

もっとも，これ以前において四至が未確定だったわけではなく，長保３年（１００１）には

「賀茂・吉田社四至内，不浄汚穢之由有」とされ，延久５年（１０７３）の後三条院の葬送に

際しては，その地が賀茂・吉田社の四至内だとして両社に奉幣がなされた（８１）。しかし，こ

れらが禁忌の地といった観念的性格が濃いものだったのに対し，義満寄進の境内が五節供

の夕神供を備進するごとき実際的な役割を担った点で相違し（８２），応永１０年（１４０３）には，

「馬牛，社内へはなちいるへからさる事」と「けいたいの家，他所へこほちいたすへから
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表１５　１４世紀中葉～１６世紀の吉田社関連年表

文和４年（１３５５）２月　　南軍，吉田社社頭へ乱入して神殿を破壊する

延文５年（１３６０）７月　　吉田社，正一位に昇叙される

応安７年（１３７４）６月　　兼熈ら，宿祢から朝臣への改賜姓を申請する（翌年２月に許可）

永徳４年（１３８４）２月　　足利義満，吉田社へ境内地を寄進する

至徳３年（１３８６）正月　　兼熈，従三位に昇叙される（吉田卜部家で初めての公�となる）

応永１０年（１４０３）３月　　吉田社大鳥居と新長谷寺とに制札を立てる

応仁２年（１４６８）７月　　吉田社，新長谷寺・浄蓮花院とともに焼失する

文明５年（１４７３）５月　　兼倶，勅裁をえて「室町殿南馬場跡」に斎場所を建立する

文明８年（１４７６）８月　　兼倶，「神道長上」と自称する（「神道長上」の初見記事）

文明９年（１４７７）１１月　　吉田社境内の田畠と泉殿跡を申請によって当知行安�される

文明１０年（１４７８）３月　　吉田社境内の地下人を神楽岡麓へ移住させる

　　　　　　　　４月　　兼倶，吉田の地へ移住する（斎場所も吉田の兼倶亭へ移転か）

文明１６年（１４８４）１０月　　神楽岡上に斎場所を上棟する

文亀元年（１５０１）１０月　　兼倶，浄蓮花院周辺の田畠を押妨する

永正２年（１５０５）１２月　　浄蓮花院の敷地・田畠を吉田社領とする

永正９年（１５１２）９月　　浄蓮花院領を吉田社と浄蓮花院で折中する

大永５年（１５２５）３月　　兼満，自宅を焼き逐電する

天文２年（１５３３）１２月　　吉田社と浄蓮花院の折中分を吉田社の一円領とする

天正３年（１５７５）２月　　織田信長の命により，白川道を造営する

天正１３年（１５８５）１１月　　豊臣秀吉，朱印地として吉田社領５９０石を認める

天正１７年（１５８９）３月　　八神殿を斎場所の中に造営する

第�期

第�期

第�期
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さる事」の２条の禁制が大鳥居の柱と新長谷寺観音堂の門に打ち付けられる（８３）。兼熈は応

安８年（１３７５）に宿祢から朝臣への改賜姓を許され，永徳３年（１３８３）に殿上人となり，

至徳３年（１３８６）には吉田卜部家としてはじめて従三位となって公�に列す（８４）。吉田社の

領域的支配は，吉田卜部家の朝廷進出を契機にはじまったものと捉えられる。

　応仁２年（１４６８）７月，吉田社は浄蓮花院や新長谷寺とともに焼亡する（８５）。焼失以前の

社殿配置については『吉田社部類』（８６）の復原がおおむね妥当と考えるが（図１８６），立地に

ついては判然としないものがある。『山城名勝誌』は「社家説云，当社元坐吉田山西，文明

中遷神楽岡麓，旧趾今有二株松，若宮殿跡在石像弥勒堂東南」と記し，『山城国吉田村古図』

吉田社の領域的支配

図１８６　『吉田社部類』による社殿配置の復原
左：「拠江次第及諸古記億定社頭図」　 右：「拠諸中古記億定社頭図」



では林なる小字の中央北寄りに２本の木の描写を認めうるが，義満の寄進地表記と矛盾し

ないかや，「神楽岡吉田社」との表記に相応しいかなど，検討の余地はあろう（８７）。再建時期

についても明瞭とはしがたい。長享元年（１４８７）に春日社旧社を買得して吉田社へ移し，

明応２年（１４９３）には「本社仮殿」が存在することから，この間に再興されたとみること

は一応可能ではあるが（８８），正殿の再建はさらに下るとせねばならず，文明１６年（１４８４）に

神楽岡上に上棟された斎場所からかなり遅れることにかわりはない（８９）。文明８年の藤原氏

一門による再興のための言上，１３年の兼倶による藤原道長書状の偽造，１４年の上杉房定へ

の援助依頼など，藤原氏の氏社であることを前面に出した再建の動きは早くからみえ

る（９０）。にもかかわらず遅滞することの要因には，再建を遅らせることで斎場所の独自性を

高め，吉田社を藤原氏の氏社の地位から脱皮させ，それを管轄する吉田卜部家の権威を高

揚しようとする兼倶の思惑があったからとも推測しうるのではなかろうか。

　兼倶は文明１０年（１４７８）４月に吉田の地へ居を移し（９１），文明５・６年ごろ兼倶の邸宅に

設けられた斎場所も吉田へ造営され，１６年には斎場所を神楽岡上へ移す。これと前後し

て，９年には「境内田畠〈付山林寺院〉并泉殿跡等」が当知行安�され，１０年８月に「諸

家被官人并近郷住民等」の苅田狼藉が，１０月には「方々百姓等」の出作が，それぞれ幕府

奉行人奉書と後土御門天皇綸旨で禁止されており（９２），吉田社は排他的な支配領域を形成し

ていく。こうした動向のなかでも，移住の前月に「構境内之地下於神楽岡麓」と地下人を

神楽岡麓へ住まわせた点は注目に値する（９３）。これが『町田家本洛中洛外図屏風』や『兼見

�記』などにみえる吉田構の前提にあることは疑いなく，大永５年（１５２５）に兼倶の孫兼

満が自邸を焼いて逐電した際に「在家不残一屋焼払」われたことからは，１６世紀前葉には

吉田卜部家の邸宅の周囲に地下人が集住していた様子を知る（９４）。こうした様相は，寺内町

や城下町が惣構を築き「都市」の「平和」を確保しようとした各地の状況（９５）と一致する現

象と思われ，兼倶は土地と人々を領有する「領主」へ昇華したといっても過言ではない。

　文亀元年（１５０１）１０月，吉田社が浄蓮花院辺の田畠を違乱したことから第�期がはじま

る（９６）。浄蓮花院では明応５年（１４９６）に勧修寺教秀を埋葬しており，吉田社による違乱の

直前においても活動はうかがえる。一方で吉田社による境内地の一円化は着実に進行して

おり，文亀２年９月には「吉田社境内南松院并性功徳院旧跡」の領知を認められた（９７）。押

妨の報告を受けた中御門宣胤は，寺領に勧修寺への寄進分があることから勧修寺から訴え

ることとし，永正元年（１５０４）には吉田経房の忌日に合わせて甘露寺元長・万里小路賢房

らとともに浄蓮花院へむかい，経房の御影図を作成して浄蓮花院へ寄進するなど一門意識
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の高揚を図る（９８）。しかし，翌２年１２月には吉田社の領知が決定され，これに対して浄蓮花

院側は神�伯忠富王を通じて兼倶に接触し，５年には一門の連署で幕府へ訴えることとな

る（９９）。兼倶の薨逝も手伝ってか，９年には吉田社の証文を有効としながらも，日吉社参詣

直後の義満が，「雖為吉田社領之内，自元不被付社家之上者，殊令専寺院紹隆，可被全家門

之管領」として寺領安�した応永元年（１３９４）の御内書を捨て置けないとの理由で，寺領

の年貢に関して折中が定められる（１００）。しかし１７年には，９年に定めた折中が寺家の出作を

認めたものではないとして寺家側の耕作が排除され，天文２年（１５３３）９月になると，院

主の死後，浄蓮花院が有名無実化しているとして吉田社は再び訴えをおこし，同年１２月に

はついに，寺家退転を理由に吉田社による一円領知が認められることとなる（１０１）。

　応仁の乱後，なにゆえ浄蓮花院は再建されず，吉田社の一円支配が実現したのだろうか。

前章でみたように，南北朝期以降も浄蓮花院が維持された理由には，万里小路家の政治的

地位と交通の要衝という立地条件とを推定でき，両者は不可分であったと考える。しか

し，文明１２年（１４８０）には京都七口の関所新置に抗議した土一揆が「北白川辺集会，焼払

関所」い（１０２），浄蓮花院に寄進された今路道下口は焼失する。万里小路家についても，応仁

元年（１４６７）には時房の息で後花園院の近臣だった冬房が院の出家に随伴し，文明７年

（１４７５）には補陀落渡海を遂げ，冬房の養子となった甘露寺親長の子，春房も文明３年

（１４７１）に出家する（１０３）。その後，勧修寺教秀の子で当時６才だった賢房が万里小路家を継

ぐものの，政治的地位は大きく減退せざるをえなかったことは推測にかたくない。他方，

応仁の乱以前でも浄蓮花院の経営に万里小路家の意向は必ずしも反映されておらず，まし

てや堂舎が焼失した時点において，万里小路家以外の吉田家が経営権をあらためて掌握す

るなどということはおよそ実態と懸け離れており，彼らにとっての浄蓮花院とは墳墓の地

以上の意味を持ちえなかっただろう。再興の念願とその表明は否定できないものの，墳墓

の祭祀が適切にされてさえいれば，堂舎が存在せず寺僧が京中にいても大きな問題はな

く，折中後に寺家が出作することからも，田畠化そのものついては容認したものといえる。

　一方，在地に目を向けるならば，文明１１年（１４７９）時点で吉田社境内に袋図師名や河原

南名など八つの名が存在していたことを確認でき（１０４），田畠化の過程で力を付けた名主層以

下の地下人を無視しえない状況が現出していた。加えて，永正１７年（１５２０）には細川高国

と三好之長が吉田で衝突し，享禄４年（１５３１）に木沢長政が北白河将軍地蔵の高国を攻め

るなど，応仁の乱後も吉田地域周辺では合戦が断続的に起こっており（１０５），そのなかで地下

人層が自らの「平和」を保証する「領主」を希求したことは推測しやすい。１５世紀後葉以

吉田社の領域的支配



降の吉田地域が望んだのは，院政期から鎌倉期にかけて展開したような貴族の個別的・分

散的な領有形態だったのではなく，土地と人とを一元的に支配する吉田社のごとき形態

だったのだろう。この点において，吉田へ移住して自らの宗教的権威を高めようとする兼

倶と利害が一致するのであり，彼らは吉田卜部家の邸宅の近く，神楽岡麓へ集住すること

となる。墳墓の地としての意味しかなさない退転した浄蓮花院領が吉田社によって接収さ

れたのは，こうした在地の状況に照らせば必然的な流れだったとも考えられる。

　６　お　わ　り　に

　本稿では，中世吉田地域における景観復原を試みた。福勝院の建立を契機として，１２世

紀中葉以降，貴族の邸宅や堂舎が次々と建てられて宗教的でかつ政治的な空間が現出し，

それは鎌倉期を通じて家の継承原理のもとで伝領される。しかし，南北朝期の動乱を経て

その多くは退転したと思われ，浄蓮花院にしても一門の精神的紐帯といった側面のみでは

把握しえない状況に至る。そして，応仁の乱で灰燼に帰した１５世紀後葉以降，吉田社によ

る一元的な支配が形成され，これが現在にまで続く近世的景観の基礎となるのである。

　こうした景観の変化は，個別的・分散的で貴族の家の継承に支えられた土地支配から，

より高位の宗教的権威による領域的な支配へという，いわば一円的な安定化という潮流の

なかで説明しうるものである。また，都市構造という観点からみれば，京都の市街地と不

可分な関係を有する地域から，一定度の独立性を保つ地域への変化とも捉えられよう。そ

うした変容の背景には，中世的な継承原理に基づくがゆえの相克や，交通の要衝として戦

場とならざるをえなかった事実，田畠化することによる地下人層の躍進など，さまざまな

要素を看取でき，いずれもが郊外としてのあるべき姿を如実に反映していると考える。

　もっとも，こうした姿が京都の周辺地域の特色として一般化しうるかについては慎重に

検討せねばならず，また『山城国吉田村古図』のごとき近世的景観が完成するには，もう

何段階かの変遷があることに疑いはない。さらに，本稿が文献史料のみから述べてきた事

象が，これまでに蓄積されてきた発掘成果といかに関連するかや，文献史料のみでは判然

としない側面に対する検討など，考察すべき事柄は非常に多い。これらはすべて今後の課

題とせざるをえないが，中世都市京都がこのような周縁の様相と不可分であることを想起

するならば，市街中心部と周辺地域とがいかに関連したか，あるいは周縁どうしがいかな

る有機的な連結を有したのかなど，より広い視野から検討を加えることが，「都市」として

の中世京都を理解する上で必要不可欠な課題となってくるものと考える。

３０４
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〔注〕
（１）　美川圭「中世成立期の京都」（『日本史研究』４７６，２００２年），川嶋将生「「洛中洛外」と応仁の

乱後の京都」（『中世京都文化の周縁』思文閣出版，１９９２年，初出１９８３年）など。

（２）　『中右記』嘉承３年（１１０８）４月２日条。

（３）　『明月記』正治元年（１１９９）１２月２４日条，『正治元年経房�堂供養記』（国立歴史民俗博物館所

蔵，Ｈ－６３－８８，『大日本史料』４－補１（４０６頁）に翻刻がある）。

（４）　『中右記』天仁元年（１１０８）１０月３日条，『兵範記』仁安元年（１１６６）１０月１６日条，同３年１０月

１２日条。

（５）　『京都市の地名』（平凡社，１９７９年），『角川日本地名大辞典　京都府』（角川書店，１９８２年）な

ど。なお，古代の錦織郷は鴨東だけではなく鴨川の西岸にも広がっていたことが確認できる。『類

聚三代格』巻８，寛平８年（８９６）４月１３日付太政官符。

（６）　『年中行事秘抄』四月中子日吉田祭事裏書（尊経閣文庫所蔵，延応元年（１２３９）書写）。

（７）　『吉記』養和元年（１１８１）９月２２日条。

（８）　『宝寿院文庫目録』５（『大日本史料』６－２３，４５０頁）に「建長六年（１２５４）〈甲寅〉三月二

日，於洛陽之辺北白河吉田書写云々」とみえる。なお，〈　〉は割書を示すものとする。

（９）　『本朝世紀』仁平元年（１１５１）６月１３日条，『百練抄』同日条。

（１０）　『兵範記』仁平２年（１１５２）８月２８日条，久寿元年（１１５４）１０月２１日条，『百練抄』同日条。

（１１）　『兵範記』久寿２年（１１５５）１２月１６日・１７日条，『台記』１２月１７日条，『百練抄』１２月１６日条。

（１２）　近衛家領荘園の成立過程については，川端新「摂関家領荘園群の形成と伝領―近衛家領の成立

―」（『荘園制成立史の研究』思文閣出版，２００１年，初出１９９４年）に詳しい。

（１３）　『明月記』嘉禄３年（１２２７）９月２０日条，『岡屋関白記』寛元４年（１２４６）４月２５日条，建長３

年（１２５１）８月７日条，『勘仲記』弘安１０年（１２８７）４月１５日条。

（１４）　『兵範記』久寿２年（１１５５）１２月１７日条。

（１５）　『兵範記』久寿２年（１１５５）５月２０日条，同年６月８日条。

（１６）　『山槐記』元暦元年（１１８３）８月１４日条，『平家物語』巻１，二代后，巻４，源氏揃。

（１７）　『山槐記』治承４年（１１８０）５月２２日条，『平家物語』巻４，源氏揃。

（１８）　『朝日百科　国宝と歴史の旅８　塔』（朝日新聞社，２０００年）の巻末の付図（冨島義幸作成）を

参照。

（１９）　京都大学総合博物館所蔵（日本史研究室旧蔵，標本乙４－３７，縦１７５．８�×横２６５．０�）。この

図は田畠一筆ごとに小字名・地番・年貢納入先・面積・名請人を記載する彩色の絵図であるが，

東南の吉田社社家地に「吉田淡路守殿」の屋地がみいだせ，該当する人物としては吉田兼成（１６７８

－１７４６，淡路守在任１７１２－３２）と良久（１７４７－１８２０，淡路守在任１７７０－１８１４）の２名が考えられ

ること（『系図纂要』１５），宝永（１７０４－１１）から元文（１７３６－４１）にかけて存在した神楽岡東照

宮（『神業類要』上，神楽岡東照宮事）が描かれていないこと，年貢納入先には御料・松室納・

羽倉納・赤塚納・北小路納と何も記載のない土地（＝吉田社領）があるが，吉田村の知行主がこ

の６者に固定するのが１８世紀前葉であることなどから，成立時期を１８世紀後葉から１９世紀初頭に

おくのが適当と考える。

（２０）　『吉田文書』８２（國學院大学図書館所蔵）。横山晴夫「室町期の吉田社領について―吉田文書

を中心に―」（『國學院雑誌』６２－９，１９６１年）参照。國學院大学図書館所蔵の『吉田文書』は，

東京大学史料編纂所架蔵影写本『吉田文書』（吉田良兼所蔵）の原本である。なお，『門葉記』巻

１７３，山務１，西山宮には「自尊勝寺東至歓喜光院前〈袋辻〉」とあり，袋図師名は袋辻に由来す

る名称だろう。

注



（２１）　『門葉記』巻１３４，法興院，『本朝文粋』巻５，為関白内大臣請以積善寺為御願寺状。

（２２）　『小右記』永祚元年（９８９）９月２６日条。

（２３）　『日本紀略』貞元２年（９７７）４月２２日条，『天台座主記』権律師良源。兼家と良源の関係につ

いては平林盛得『良源』（吉川弘文館，１９７６年）参照。『今昔物語集』１２－９，比叡山行舎利会語が，

「山ノ座主慈恵大僧正（良源），此ノ会ヲ母ニ礼マセムガ為ニ， 年ノ□月 日，舎利ヲ下

シ奉テ，吉田ト云フ所ニテ此ノ会ヲ行フ，（中略）其ノ後，山ノ座主 ，此ノ舎利会ヲ京中ノ上

中下ノ女ノ礼マセ不給ヌ事，極テ口惜キ事也トテ，先ズ舎利ヲ法興院ニ下シ奉」ったと記す点も，

吉田寺と法興院との関係を示唆するといえよう。

（２４）　『日本紀略』寛和２年（９８６）１２月１７日条。岡田荘司「二十二社の成立と公祭制」（『平安時代

の国家と祭祀』続群書類従完成会，１９９４年，初出１９９２年）。

（２５）　福山敏男「白河院と法勝寺」（『寺院建築の研究』下，中央公論美術出版，１９８３年）。

（２６）　『中右記』康和５年（１１０３）３月１１日条，『寺門高僧記』４，増誉大僧正法務。

（２７）　『兵範記』保元３年（１１５８）１０月２０日条，仁安２年（１１６７）４月２６日条。なお，増誉を聖護院

初代院主とするのが通説であるが，酒井彰子は聖護院を覚忠による創始であると指摘する。酒井

彰子「中世園城寺の門跡と熊野三山検校職の相承―常住院から聖護院へ―」（『文化史学』４８，１９９２

年）。また，覚助法親王が聖護院へ入室する際に，「中御門東行，朱雀北行，近衛東行，入御聖護院」

したことからは（『経俊�記』弘長２年（１２６２）１０月６日条），聖護院の敷地が中御門大路末から

近衛大路末にかけて広がっていた可能性もある。

（２８）　『玉葉』治承元年（１１７７）１０月１６日条。

（２９）　『山槐記』治承３年（１１７９）６月１９日条，『薩戒記』応永３３年（１４２６）７月１４日条。

（３０）　『玉葉』承安３年（１１７３）８月１６日条，『山槐記』治承３年（１１７９）６月１９日条。

（３１）　関口力「中関白家と熊野―隆家と増誉を中心として―」（『國學院雑誌』８０－１０，１９７９年）。

（３２）　『民経記』嘉禄２年（１２２６）７月２２日条など。

（３３）　『民経記』文永２年（１２６５）２月１５日条，『勘仲記』弘安４年（１２８１）４月１５日条，同６年７月

４日条など。高群逸江（栗原弘校訂）『平安鎌倉室町家族の研究』（国書刊行会，１９８５年）参照。

（３４）　『台記』仁平元年（１１５１）２月２１日条，『明月記』建久９年（１１９８）２月２１日条，嘉禄３年

（１２２７）１０月１１日条，寛喜２年（１２３０）７月１１日条。京都大学吉田南構内ＡＲ２４区では，１２世紀

中葉に遡ると目される九州型の経筒が出土しており（本年報第３章），源季兼が久安５年（１１４９）

まで豊後守だったことを想起すると，季兼との関連で捉えうるかもしれない。なお，豊後守時代

の源季兼については，新川登亀男「豊後守源季兼論」（渡辺澄夫先生古稀記念事業会編『九州中世

社会の研究』１９８１年）に詳しい。

（３５）　当時の政治動向については元木泰雄『藤原忠実』（吉川弘文館，２０００年）など参照。

（３６）　吉田野という表記は『十三代要略』康保元年（９６４）４月２９日条，『中右記』寛治６年（１０９２）

７月１日条など散見するが，『梁塵秘抄』所収の今様など時期を特定しにくいものを除くと，『金

剛峯楼閣一切瑜�経』奥書（『大日本史料』３－２１，１４３頁）に「久寿二年（１１５５）四月二日，於

僧都御房吉田野御房奉受了」とあるのが，管見の限り最も時期の下る史料である。

（３７）　『岡屋関白記』建長３年（１２５１）７月１９日条。１３世紀後葉から１４世紀初頭にかけて亀山院や後

宇多院がしばしば臨幸したことに鑑みると（『実躬公記』乾元元年（１３０２）７月１３日条など），吉

田泉亭は後嵯峨院から大覚寺統へ継承されたようである。

（３８）　北白河殿の位置は判然としないが，北白河院が「又東折到河原北行，自鷹司末東行，過天満宮

前，到北白河 」ったことや（『諸院宮御移徙部類記』所引「平戸記」寛喜２年（１２３０）８月

２１日条），安嘉門院が持明院殿へ遷御する際の記事に「北白河殿惣門西行，河原南行，一条 」と
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あることから（『経俊�記』嘉禎３年（１２３７）１２月２６日条），一条大路末より北に存在したことが

判明する。なお，１４世紀前葉には「律院」となっていたようである。『花園天皇宸記』元亨３年

（１３２３）１０月１４日条。

（３９）　「御遺言条々」（『勧修寺文書』京都大学総合博物館所蔵）所引。以下「御遺言条々」引載の文

書は文書名のみを記す。「御遺言条々」に関しては，中村直勝「勧修寺家領に就いて」（『荘園の研

究（著作集第４巻）』淡交社，１９７８年，初出１９４１年）参照。

（４０）　『吉記』治承５年（１１８１）３月２日条，養和２年（１１８２）２月１１日条など。経房の本邸は京中

の勘解由小路亭であり，吉田亭は別邸にすぎなかった点にも注意したい。

（４１）　『吉記』建久３年（１１９２）７月２７日条。経房が式子内親王を後見したことは，『玉葉』同年５月

１日条から確認できる。

（４２）　『明月記』正治元年（１１９９）１２月２４日条，『正治元年経房�堂供養記』。

（４３）　『明月記』元久２年（１２０５）６月８日条。

（４４）　『実躬�記』弘安１０年（１２８７）６月９日条。為経が浄蓮花院に埋葬されたことは，『経俊�記』

建長８年（１２５６）６月９日条からわかる。高橋秀樹「祖先祭祀に見る一門と「家」―勧修寺流藤

原氏を例として―」（『日本中世の家と親族』吉川弘文館，１９９６年）参照。

（４５）　『勘仲記』建治３年（１２７７）正月１日条。高群逸江前掲（３３）書参照。

（４６）　『勘仲記』弘安２年（１２７９）８月１日条。同４年８月４日条でも亀山院は歓喜光院で密々に見

物をしている。

（４７）　『尊卑分脈』。出家後の経藤は浄蓮花院の末寺であった西郊太秦の示観院に居住した。『実躬�

記』永仁２年（１２９４）２月２５日条，『宣胤�記』文亀元年（１５０１）１０月１８日条，「永正８年（１５１１）

８月１３日付足利義澄奉行人奉書」（『吉田文書』１０９（『室町幕府文書集成　奉行人奉書篇』（以下

『奉書』と略す）３９５９））。なお，史料大成本『宣胤�記』などは「楽観院」とするが，内閣文庫

本は「示イ」と傍書し，文書類でも「楽」の異体字とみるよりも「示」の方が相応しく，高橋秀

樹前掲（４４）論文に倣い「示観院」が正しいと判断する。

（４８）　『部類抄』元応３年（１３２１）正月１日条（『山城名勝誌』巻１３，吉田内府第所引），『公�補任』

元徳２年（１３３０），『親長�記』文明９年（１４７７）２月１４日条。

（４９）　『太平記』巻３１，剣璽無うして御即位例無き事。康永３年（１３４４）には仙洞評定で故定房の遺

跡のことが問題となっており，その中で定房の弟にあたる清閑寺資房の主張が先朝に棄捐せられ

ていたことが判明し，遺跡は定房の子，守房の動向にしたがって処置すべきことが定められてい

る。『園太暦』康永３年閏２月１日条。

（５０）　「勧修寺経興寄進状」（『思文閣古書資料目録』１２９号，『大日本史料』７－２７，１５７頁に翻刻があ

る）。

（５１）　『宣胤�記』永正元年（１５０４）８月２４日条。宣胤が神龍院の南の知行地について吉田兼倶と争っ

ていること（『宣胤�記』文明１３年（１４８１）７月１０日条）もこれに関連しよう。

（５２）　資経と経兼（経賢と改名）は六条坊門堀河の地について相論を起こしており（『平戸記』仁治

元年（１２４０）閏１０月８日条），経賢が資経に先だち死去したことをも考え合わせると，園領は資

経に没収されたと理解するのがよかろう。角家地については判然としないものの，資経が没収し

た可能性も充分に考えられる。

（５３）　室町期の浄蓮花院の様相については高橋秀樹前掲（４４）論文に詳しく，本稿もそれに依拠する

ところが大きい。

（５４）　『建内記』永享１１年（１４３９）６月２６日条。

（５５）　『建内記』嘉吉３年（１４４３）６月２日条。

注



（５６）　『建内記』嘉吉３年（１４４３）３月２２日条。

（５７）　『親長�記』文明１２年（１４８０）７月１２日条，『実隆公記』明応元年（１４９２）１０月１１日条，同５年

７月１７日条，『二水記』大永８年（１５２８）７月４日条。

（５８）　『宣胤�記』永正１４年（１５１７）７月１２日条。

（５９）　宣房と同時期に千種忠顕が出家しており，両者の出家について佐藤進一は，「新政批判の空気の

みなぎる中で，詰腹を切らざるをえない形になったからではなかろうか」と推測する。佐藤進一

『日本の歴史９　南北朝の動乱』（中央公論社，１９７４年）。

（６０）　伊藤喜良「応永初期における王朝勢力の動向―伝奏を中心として―」（『日本中世の王権と権威』

思文閣出版，１９９３年，初出１９７３年）。

（６１）　「坊城経俊処分状」。

（６２）　『園太暦』貞和４年（１３４８）４月１９日条，『建内記』正長元年（１４２８）３月２３日条。

（６３）　『建内記』永享１１年（１４３９）６月２６日条。

（６４）　『建内記』嘉吉３年（１４４３）３月２２日条。

（６５）　「貞和４年（１３４８）８月１日付足利直義御判御教書」（下郷共済会所蔵『浄蓮華院及永明院関係

文書』（東京大学史料編纂所架蔵写真帳）），『建内記』嘉吉元年（１４４１）６月１日条。

（６６）　『園太暦』観応元年（１３５０）１２月１０日条。

（６７）　『大理秘記』乾元２年（１３０３）正月２９日条。

（６８）　『日吉社室町殿御社参記』，「応永元年（１３９４）１２月２５日付足利義満御判御教書案」（『吉田文書』

１１５）。

（６９）　「沙弥正宗寄進状」（国立歴史民俗博物館所蔵『浄蓮華院文書』，Ｈ－１０８３，佐藤進一「浄蓮華

院文書」（『年報中世史研究』１，１９７６年）に翻刻がある）。

（７０）　「文和４年（１３５５）４月３日付勧修寺経顕書状」（『浄蓮華院及永明院関係文書』）。なお，『兼見

�記』天正６年（１５７８）７月１４日条では「御館畠之地子自白川持来」とあり，「御館畠」を北白川

郷地下人が耕作し，地子を吉田社へ納めていたことがわかる。

（７１）　『建内記』嘉吉元年（１４４１）１１月２７日～２９日条など。相田二郎「京都七口の関所」（『中世の関

所』畝傍書房，１９４３年，初出１９３１年），奥野高廣『皇室御経済史の研究』（畝傍書房，１９４２年，３８７

～３９５頁）参照。

（７２）　『本朝世紀』久安３年（１１４７）７月１５日条。なお，ここからもうかがえるように今路は山間路

を指し，平地部の白川道とは本来異なるものであったと思われるが，織田信長が上洛するにあ

たって白川道を整備した際の記事に，「但今道者，至北白川西口自上京造之也，為十郷山中路可造

之由村民申付也」とあることからは，この段階では吉田地域の部分も今路と呼称した可能性があ

る。『兼見�記』天正３年（１５７５）２月１５日条～３月３日条。

（７３）　法勝寺の東や神楽岡の東には花園と呼ばれる地域が存在した。『明月記』建保元年（１２１３）６月

２８日条，「明応５年（１４９６）１１月２６日付室町幕府奉行人奉書」（『奉書』２０４７）。志賀山越について

は上條彰次「「志賀の山越え」考」（『中世和歌文学論叢』和泉書院，１９９３年，初出１９６８年）など

参照。

（７４）　『百錬抄』仁治２年（１２４１）２月１１日条。なお，兵庫頭重房の詳細は不明であるが，『尊卑分

脈』では清和源氏として現れ，建保６年（１２１８）に後鳥羽院が金銅薬師像を神護寺金堂に送った

際の記事（『神護寺文書』９（『大日本史料』４－１４，７０６頁））にみえる「奉行兵庫頭重房」と

同一人物だろう。

（７５）　『民経記』仁治３年（１２４２）正月４日条，『故一品記』寛元元年（１２４３）１０月１９日条（『大日本

史料』５－１７，８３頁），『平戸記』寛元３年正月１２日条，『門葉記』巻１７３，山務１，西山宮。
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（７６）　１３世紀後葉においても，法勝寺への幸路にあたる大炊御門大路末には橋がなく，御幸に際して

浮橋が整備されており（『勘仲記』弘安９年（１２８６）７月７日条），また，浮橋は用が済むと壊さ

れるのが本来的であったらしい（『中右記』永長２年（１０９７）４月２日条）。中世における鴨川の

橋については，細川涼一「四条・五条橋の橋勧進と一条戻橋の橋寺」（門脇禎二・朝尾直弘編『京

の鴨川と橋―その歴史と生活』思文閣出版，２００１年）など参照。

（７７）　宗源が延暦寺僧であることは，『猪熊関白記』承元３年（１２０９）５月１９日条，『葉黄記』宝治２

年（１２４８）５月２日条からわかる。辻博之は，山門は今路を新造することで，坂本を中心とした

荘園制的な物資輸送ルートを管下におこうとしたと指摘する。辻博之「中世における近江坂本の

発展と都市景観」（『ヒストリア』８８，１９８０年）。

（７８）　吉田神道の成立過程については，久保田収「吉田神道の成立」（『中世神道の研究』神道史学会，

１９５９年），萩原龍夫「吉田神道の発展と祭祀組織」（『中世祭祀組織の研究』吉川弘文館，１９６２年），

岡田荘司「日本書紀神代巻抄　解題」（吉田神社編『日本書紀神代巻抄（吉田叢書第５巻）』続群

書類従完成会，１９８４年）など参照。

（７９）　「永徳４年（１３８４）２月２４日付足利義満寄進状」（『吉田文書』４）など。

（８０）　「応永３年（１３９６）１２月１８日付足利義満御判御教書案」（『東寺百合文書』ゐ６０）。

（８１）　『権記』長保３年（１００１）６月２０日条，『百練抄』延久５年（１０７３）７月２５日条。

（８２）　『兼敦朝臣記』応永８年（１４０１）３月３日条。

（８３）　『兼敦朝臣記』応永１０年（１４０３）３月２日条。

（８４）　『後深心院関白記』応安７年（１３７４）６月２７日条，７月２４日条，『後愚昧記』永和元年（１３７５）

吉田兼熈改尸文書，永徳３年（１３８３）正月３日条，『公�補任』至徳３年（１３８６）。

（８５）　『続史愚抄』応仁２年（１４６８）７月４日条など。８月には聖護院も焼失しており（『後法興院

記』同年８月６日条），吉田地域は灰燼に帰したとみてよい。

（８６）　『松岡叢書』（京都大学附属図書館所蔵，１－０３－マ－１）所収。

（８７）　福山敏男は，大字二本松が土御門大路末よりも北に位置することから，「永徳四年寄進状と江戸

時代の社伝を記した地誌との両者の顔を立てようとする試案」として，「江戸時代地誌の推定位置

を一町南にずらすことで妥協」させ，京都大学教養部構内（現吉田南構内）南半に応仁以前の吉

田社の主要社殿があったとする。福山敏男「鶴岡八幡宮と吉田神社」（『神社建築の研究』中央公

論美術出版，１９８４年，初出１９７７年，２７９頁）。室町期の土御門大路末がどれほど残存していたかに

ついても考慮する必要があろう。

（８８）　『後法興院記』長享元年（１４８７）８月１３日条，『親長�記』明応２年（１４９３）２月１６日条。福山

敏男前掲（８７）論文。

（８９）　『実隆公記』文明１６年（１４８４）１０月２６日条。なお，吉田神社社務所編『吉田神社志』（１９１３年）

は，『官幣中社吉田神社明細図書』を引き再建を天文３年（１５３４）と述べる。典拠などについては

なお検討を要するものの，『宣胤�記』永正３年（１５０６）正月４日条でも「参詣斎場所，〈自一昨

夕神事也，〉先奉拝吉田大明神，〈乱来神体斎場所内，奉安置太元宮〉」とあって，この時点でも再

建されていなかった可能性は高く，『吉田神社志』の説を完全に無視することできない。

（９０）　「文明８年（１４７６）１１月日付藤氏一門言上状案」（『吉田文書』７２），『宣胤�記』文明１３年２月

２９日条，『後法興院記』同１６年１１月１８日条など。

（９１）　『兼顕�記』文明１０年（１４７８）３月１９日条（『大日本史料』８－１１，１２３頁），『晴富宿祢記』同

年３月２９日条。

（９２）　「文明９年（１４７７）１１月２２日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』８（『奉書』１０７４）），『兼右

�記』天文２年（１５３３）１１月２４日条（『奉書』１０７５），「文明１０年１０月６日付後土御門天皇綸旨」

注



（『吉田文書』２４）。なお８月の奉行人奉書は「近郷所々十一郷」宛にだされており，これは後の

東山十郷に相当するものであろう。東山十郷に関しては田中克行「村の「半済」と戦乱・徳政一

揆」（『史学雑誌』１０２－６，１９９３年）参照。

（９３）　『兼致朝臣記』文明１０年（１４７８）３月７日条。

（９４）　『二水記』大永５年（１５２５）３月１９日条。吉田構については，浜崎一志「浄蓮華院と吉田構―

応仁の乱後の吉田の復原的考察―」（京都大学埋蔵文化財研究センター編『京都大学構内遺跡調査

研究年報　昭和５６年度』１９８３年）に詳しい。

（９５）　仁木宏『空間・公・共同体』（青木書店，１９９７年）など参照。

（９６）　『宣胤�記』文亀元年（１５０１）１０月１０日・１７日条。

（９７）　「文亀２年（１５０２）９月８日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』６１・６２（『奉書』２２８１・

２２８２））。

（９８）　『宣胤�記』文亀２年（１５０２）３月６日条，永正元年（１５０４）閏３月１１日条，『実隆公記』同年

閏３月９日・１１日条。

（９９）　「永正２年（１５０５）１２月２９日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』７１・８５（『奉書』２４１７・

２４１５）），『実隆公記』永正３年５月２日～４日条，『宣胤�記』同５年９月１５日・１９日条。

（１００）　「応永元年（１３９４）１２月２５日付足利義満御判御教書案」（『吉田文書』１１５），「永正１７年（１５２０）

１１月２日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』８１（『奉書』３０３２））など。なお，「永正８年（１５１１）

８月１３日付足利義澄奉行人奉書」（『吉田文書』１０９（『奉書』３９５９））では，浄蓮花院領の返付が

規定されているが，これが義澄死去の前日にだされたことや，当時の政治状況を考えると，どれ

ほどの実効性を持っていたかは甚だ疑問である。

（１０１）　『兼右�記』天文２年（１５３３）９月１６日条（『奉書』３２２４），「天文２年１２月３０日付室町幕府奉

行人奉書」（『吉田文書』７８～８０（『奉書』３２５５～５７））。

（１０２）　『宣胤�記』文明１２年（１４８０）１０月１０日条。

（１０３）　『後法興院記』応仁元年（１４６７）９月２３日条，『実隆公記』文明８年（１４７６）３月２８日条，『親

長�記』同３年（１４７１）５月４日条。

（１０４）　「文明１１年（１４７９）２月日付吉田社雑掌□□〔貞継ヵ〕言上状案」（『吉田文書』８２）。

（１０５）　『元長�記』永正１７年（１５２０）５月４日条，『二水記』同日条，享禄４年（１５３１）２月２１日条な

ど。

［付記］　本稿は科学研究費補助金（若手研究Ｂ「古代・中世移行期における宮廷儀礼の変容と平安京

出土土器に関する総合的研究」）による成果の一部である。
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